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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 26 年 2 月 25 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年 3 月

27 日開催予定の第 81 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知

らせいたします。 

記 

 １．変更の理由 

    会社法第309条第2項の規定により、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことが 

   可能になるよう、株主総会の特別決議の定足数を、議決権を行使することができる株主の 

   の議決権の３分の１以上とする旨の規定を新設するとともに、所定の変更をするものであ 

   ります。 

２．変更の内容 

    変更の内容は、次のとおりであります。 

                         （下線は変更部を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

（決議の方法） 

第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款 

    に別段の定めがある場合を除き、出 

    席した議決権を行使できる株主の過 

    半数をもって行う。 

 

（新設） 

（決議の方法） 

第16条 

 

（現行どおり） 

 

 

   2．会社法第309条第2項に定める決議は、 

    議決権を行使できる株主の議決権の 

    ３分の１以上を有する株主が出席し 

    その議決権の３分の２以上をもって 

    行う。 

 

３．日 程 

    定款変更のための株主総会開催日  平成26年3月27日 

    定款変更の効力発生日       平成26年3月27日 

以 上 


